
 

 

平成 31 年 第２回 三朝町教育委員会 定例会 日程 

と き：平成 31 年２月 19 日（火）午後１時 30 分 

ところ：三朝町役場 第３会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 前回議事録承認 

   塩谷委員、芦田委員   

 

３ 議事録署名委員指名 

   

 

４ 報告事項 

   町立３小学校閉校式の出席予定及び分担について 

   三朝町立三朝小学校の開校式について 

平成 31 年度 三朝町立小・中学校入学式について 

三朝町立小学校統合準備委員会の委員委嘱について 

三朝小学校の開校にかかる進捗状況について【別冊】 

三朝小学校の校歌について 

教育委員会の委任による専決処分（区域外就学）の報告について 

平成 30 年度 準要保護児童生徒の認定について 

町立みささ図書館の臨時休館及び特別開館について 

 

５ 議 事 

議案第３号 平成 30 年度教育関係費補正予算（平成 31 年３月）について 

議案第４号 平成 31 年度教育関係費当初予算について 

議案第５号 三朝町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議案第６号 三朝町教育委員会表彰について 

  

６ 協議事項 

小学校遠距離通学費補助金にかかる定期券購入費補助について 

 

７ その他 

 

 

８ 閉 会 

 

 

次回臨時会：平成 31 年３月 13 日（水） 13：30 ～ 

次回定例会：平成 31 年３月  日（ ）  ：  ～  （参考 H30.３.22：木）  



４ 報告事項 

【教育総務課】 

月日  時間 区分 内容 

経過     

1 月 22 日 (火) 13:30- 教 育 委 員 教育委員会第１回定例会【三朝町役場】 

1 月 23 日 (水) 9:30- 教育総務課 第４回教育ビジョン策定審議会【三朝町役場】 

1 月 23 日 (水) 13:30- 教育総務課 中学校入学説明会【中学校】 

1 月 24 日 (木) 15:00- 三 朝 町 第１回三朝町議会臨時会【三朝町役場】 

1 月 25 日 (金)  学 校 校長会先進地視察【九州】 

1 月 26 日 (土) 8:00- 教 育 長 みささラドンカップバレーボール交流大会 2018【スポ

セン・トレセン・西小】 

1 月 26 日 (土) 9:00- 教育総務課 中学生土曜楽校【中学校】 

1 月 27 日 (日) 10:00- 教 育 長 竹田地域協議会定期総会【竹田地区公民館】 

1 月 27 日 (日) 15:00- 教 育 長 賀茂地域協議会定期総会【賀茂公民館】 

1 月 28 日 (月) 11:00- 教 育 委 員 三朝町総合教育会議【三朝町役場】 

1 月 31 日 (木) 18:00- 教 育 長 体協理事会【三朝町役場】 

2 月 2日 (土) 8:30- 教 育 長 みささラドンカップバレーボール交流大会 2018【スポ

セン・トレセン・西小】 

2 月 2日 (土) 9:00- 教育総務課 中学生土曜楽校【中学校】 

2 月 4日 (月) 9:30- 学 校 第 10 回校長会【三朝町役場】 

2 月 5日 (火) 14:00- 教 育 長 県教育委員会意見交換会【県庁】 

2 月 5日 (火) 19:00- 学 校 西小ＰＴＡ保護者説明会【西小学校】 

2 月 7日 (木) 19:00- 教育総務課 統合準備委員会ＰＴＡ組織部会【三朝町役場】 

2 月 8日 (金) 18:00- 教 育 長 中部地区社会教育関係者会 

2 月 10 日 (日) 9:00- 教 育 長 第 25 回差別なくする三朝町集会【文化ホール】 

2 月 13 日 (水) 14:30- 学 校 東小ＰＴＡ保護者説明会【東小学校】 

2 月 13 日 (水) 19:00- 教育総務課 第９回小学校統合準備委員会【三朝町役場】 

2 月 14 日 (木) 13:15- 教育総務課 小学校入学説明会【西小学校】 

2 月 14 日 (木) 13:30- 教 育 長 地域防災会議【三朝町役場】 

2 月 15 日 (金) 13:00- 教 育 長 部落解放人権政策確立要求鳥取県実行委員会学習会【未

来中心】 

2 月 18 日 (月) 14:00- 教 育 長 中部スクラム教育会議【中部総合事務所】 

2 月 19 日 (火) 13:30- 教 育 委 員 教育委員会第２回定例会【三朝町役場】 

予定     

2 月 19 日 (火) 15:00- 教 育 委 員 教育懇談会【三朝町役場】 

2 月 20 日 (水) 15:00- 教 育 長 倉吉補導センター評議員会【倉吉交流プラザ】 

2 月 22 日 (金)  学 校 ３小学校交流（４校時～給食） 

2 月 22 日 (金) 18:00- 学 校 町ＰＴＡ連絡協議会役員会【三朝町役場】 

3 月 1日 (金) 9:30- 教 育 長 倉吉西高等学校卒業式【倉吉西高】 

3 月 2日 (土) 10:00- 教育長予定 倉吉鴨水会卒館式【鴨水会館】 

3 月 3日 (日)  教 育 長 倭人の真実【県民文化会館】 

3 月 4日 (月) 9:30- 学 校 第 11 回小中学校校長会【三朝町役場】 

3 月 4日 (月) 16:00- 教育総務課 教育研究会第２回評議委員会【文化ホール】 

3 月 6日 (水) ～6 日 学 校 県立高校一般入試 
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3 月 11 日 (月) 9:30- 学 校 中学校卒業式【中学校】 

3 月 13 日 (水) 13:30- 教 育 委 員 教育委員会第１回臨時会【三朝町役場】 

3 月 13 日 (水) 14:30- 学 校 第 12 回校長会【三朝町役場】 

3 月 15 日 (金)  学 校 県立高校一般入試合格発表 

3 月 17 日 (日) 14:00- 教 育 長 南小閉校記念行事【南小学校】 

3 月 19 日 (火) 9:30- 学 校 小学校卒業式【各小学校】 

3 月 22 日 (金)  学 校 小中学校終了式【各小学校】 

3 月 22 日 (金) 10:00- 教育総務課 西小・南小閉校式【西小学校・南小学校】 

3 月 23 日 (土) 9:30- 教 育 長 東小閉校式・閉校記念行事【東小学校】 

3 月 23 日 (土)  教育総務課 小学校廊下塗装【西小学校】 

4 月 8日 (月)  学 校 小中学校始業式【小中学校】 

4 月 8日 (月) 9:30- 教育総務課 三朝小学校開校式【三朝小学校】 

4 月 9日 (火)  学 校 小中学校入学式【小中学校】 
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報告事項 

 

三朝町立小学校閉校式 出席予定及び分担について 

 

三朝町教育委員会 

  【日時】 

学校名 創立年月 日 時 

東小学校 昭和 43 年４月 平成 31 年３月 23 日（土）午前９時 30分～ 

西小学校 昭和 41 年４月 平成 31 年３月 22 日（金）午前 10時～ 

南小学校 昭和 38 年４月 平成 31 年３月 22 日（金）午前 10時～ 

 

  【来賓および役割分担】（案） 

 氏名 東小(3/23) 
分担等 

西小(3/22) 南小(3/22) 

教
育
委
員
会 

西田寛司教育長 ○（告辞）  ○（告辞） 

芦田準子職務代理者 ○ ○（告辞）  

中前雄一郎委員 ○  ○ 

大丸満壽委員 ○  ○ 

塩谷俊樹委員 ○ ○  

 町 

松浦弘幸町長 ○（祝辞） ○（祝辞）  

赤坂英樹副町長 ○  ○（祝辞） 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

来
賓 

議
会 

福田茂樹議長 ○（祝辞） ○（祝辞）  

清水成眞副議長 ○  ○（祝辞） 

山口 博総務教育常任委員長 ○ ○  

松原茂利議員 ○   

松原茂隆議員  ○  

石田恭二議員  ○  

吉田道明議員 ○   

藤井克孝議員   ○ 

遠藤勝太郎議員  ○  

平井満博議員  ○  

山田道治議員  ○  

牧田武文議員  ○  

地
域
協
議
会 

朝倉 聡会長（小鹿） ○   

大坂芳郎会長（三徳） ○   

藤井博美会長（三朝）  ○  

田栗幸人会長（高勢）  ○  

山﨑一彰会長（賀茂）  ○  

高見昌利会長（竹田）   ○ 

ＰＴＡ 各小ＰＴＡ会長 ○ ○ ○ 
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 担当等 氏名 東小(3/23) 
分担等 

西小(3/22) 南小(3/22) 

来
賓 

民
生
児
童
委
員
・
主
任
児
童
委
員 

中津・神倉 布広 覚    

東小鹿 村岡幸枝    

西小鹿 吉田秀子    

高橋・井土・岩本 馬野寿明    

吉田・波伯山 森下洋一    

俵原・吉原・成・

三徳山・合谷 
米田良中    

坂本 能見 隆    

片柴 森嶋千歳    

余戸・桜ヶ丘 岸田陽子    

砂原・大付 田淵忠昭    

三朝(1～4 組) 山本令子    

三朝(5～9 組) 岩本志信    

三朝(10～14 組) 山涌裕子    

山田一(下)・山

田二・岡大 
平 宏子  

 
 

山田一(上) 知久馬麻里    

横手一・二・徳本 山本妥子    

大瀬(上) 鈴木和代    

大瀬(下) 石原伸二    

鉛山・柿谷・実光・

太郎田 
小椋昭恵    

福吉・小河内・笏賀 中村弘善    

福田・下谷 岩本克美    

吉尾・鎌田・森 岡本岩夫    

天神 滝澤朝子    

本泉 田栗泰典    

若宮・今泉 藤原厚美    

湯谷・牧・赤松 田中義昭    

大柿・恩地・助谷 相生誠昭    

久原・曹源寺 山根智美    

木地山・加谷 福本顕憲    

穴鴨 田中幹人    

下西谷・田代 米田親史    

上西谷・福本・福山 高見昌利    

下畑・三軒屋・大谷 米田 功    

主任児童委員 松原万里子 ○ ○  

主任児童委員 松尾恭子 ○  ○ 

民
生
児
童
委
員
の
参
加
希
望
は
選
択
制
と
す
る
。 
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 氏名 東小(3/23) 
分担等 

西小(3/22) 南小(3/22) 

来
賓 

三朝中学校 校長 北野昭雄 ○ ○ ○（代理） 

みささこども園 園長 杉本暁子 ○ ○  

賀茂保育園 園長 倉持美紀子 ○ ○  

竹田保育園 園長 向井由里子 ○  ○ 
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報告事項 

 

   三朝町立三朝小学校の開校式について 

 

 １．趣旨 

長い歴史と伝統を育んできた東小学校、西小学校、南小学校の３校が統合し、平成 31

年４月に三朝小学校として開校します。この新たな歴史を刻み始めることを記念し、開

校にご尽力いただいた地域や保護者の方にも多数ご参加いただき、新たな学校づくりの

出発点となる教育委員会主催の開校式を挙行します。 

 

 ２．概要 

  (1) 主催 三朝町教育委員会 

  (2) 日時 平成 31年４月８日（月） 午前９時 30 分～(１時間程度を予定) 

                    ※始業式前 

  (3) 場所 三朝小学校体育館  

  

３．次第（案）※進行：教育委員会事務局 

  (1) 開式のことば 

  (2) 国歌斉唱 

(3) 教育委員会から開校告辞（教育長） 

(4) 校章旗授与（教育長から学校長へ） 

  (5) 学校長あいさつ 

  (6) 来賓あいさつ（町長、議長） 

  (7) 来賓紹介並びに祝電披露 

  (8) 児童代表あいさつ 

  (9) 感謝状贈呈（町長から校歌作成者並びに校章デザイン作成者へ） 

  (10) 校歌斉唱（作曲者による指揮等） 

  (11) 閉式のことば 

 

 ４．来賓 

   町長、議長、総務教育常任委員長、町議会議員、各地域協議会会長、民生児童委員、

主任児童委員、中学校長、各園長、小学校統合準備委員会委員、校歌作成者（作詞者

及び作曲者）、校章デザイン作成者 

 

 ５．出席予定者 

   教育長、教育委員、児童、教職員、その他参加希望者（地域住民、保護者等） 

 

 ６．その他 

  (1) 広報みささ、防災行政無線により周知する。 

  (2) 開校記念行事については検討中。 
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報告事項 

 

平成 31 年度 三朝町立小・中学校入学式について 

 

三朝町教育委員会 

 

 １．三朝小学校入学式 

(1) 日 時  平成 31年４月９日（火） 午前 10 時～ 

(2) 場 所  三朝小学校体育館 

(3) 新入生  男子 24名 女子 19 名（平成 24年４月２日～平成 25 年４月１日生） 

 氏名 分担等 

教
育
委
員
会 

西田寛司教育長 ○（告辞） 

芦田準子職務代理者 ○ 

中前雄一郎委員 ○ 

大丸満壽委員 ○ 

塩谷俊樹委員 ○ 

来
賓 

松浦弘幸町長 ○（祝辞） 

赤坂英樹副町長 ○ 

 

 ２．三朝中学校入学式 

(1) 日 時  平成 31年４月９日（火） 午後２時～ 

(2) 場 所  三朝中学校体育館 

(3) 新入生  男子 21名 女子 32 名（平成 18年４月２日～平成 19 年４月１日生） 

 氏名 分担等 

教
育
委
員
会 

西田寛司教育長 ○（告辞） 

芦田準子職務代理者 ○ 

中前雄一郎委員 ○ 

大丸満壽委員 ○ 

塩谷俊樹委員 ○ 

来
賓 

松浦弘幸町長 ○（祝辞） 

赤坂英樹副町長 ○ 

 

【参考】小学校 入学式・卒業式出席者一覧表 

  平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

入学式 卒業式 入学式 卒業式 入学式 卒業式 

町長 東 南 西 東 

三朝 三朝 

副町長 西 東 南 西 

教育長 南 西 東 南 

芦田職務代理 南 西 東 西 

中前委員 東 南 西 南 

大丸委員 西 東 南 東 

塩谷委員    西 
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報告事項 

 

 三朝町立小学校統合準備委員会の委員委嘱について 

 

 三朝町立小学校統合準備委員会の委員委嘱について、三朝町立小学校統合準備委員会設置

要綱（平成 27年教育委員会告示第５号）第４条第２項の規定により、次のとおり委嘱したの

で報告する。 

 

 

 

委嘱する者（地域代表者） 

選出区分 前任者 後任者 

三徳地域協議会会長 相 見 正 二 大 坂 芳 郎 

 

 

 

≪参考≫ 

○三朝町立小学校統合準備委員会設置要綱 

（任期） 

第４条 委員の任期は、統合の日までとする。 

２ 教育委員会は、特定の地位又はその職（以下「地位等」という。）にあるため委員となったものが、

当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を委員

として委嘱する。 

３ 教育委員会は、前項の規定によるもののほか、委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充す

るものとする。 
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報告事項 

 

   三朝町立三朝小学校の校歌について 

 

 平成 31年４月に開校する三朝小学校の校歌が完成したので報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュール 

(1) ２月 22 日に開催される３小交流学習で児童へ初披露する。 

(2) 各小学校へ音源並びに譜面を配布し、開校式にむけた練習を依頼する。 

(3) 町ホームページにて校歌完成を周知する。 

三
朝
町
立
三
朝
小
学
校 

校
歌 

 
 

 
 

一 

光
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か
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三
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な
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れ
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三 

四
季

し
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報告事項 

 

教育委員会の委任による専決処分の報告について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 25 条第１項の

規定に基づき、次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により、これを本教育委

員会に報告する。 

 

  平成 31 年２月 19 日提出 

 

三朝町教育委員会教育長  西 田 寛 司 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

≪参考≫ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（事務の委任等） 

第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務

の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 

２ 略 

３ 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された事務

又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。 

４ 略 

 

○学校教育法施行令 

（区域外就学等） 

第九条 児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校（併設型中学校を

除く。）又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学

させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育

学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又

は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校、義務教育学

校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、

その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。 
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２ 市町村の教育委員会は、前項の承諾（当該市町村の設置する小学校、中学校（併設型中

学校を除く。）又は義務教育学校への就学に係るものに限る。）を与えようとする場合には、

あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。 

 

○三朝町教育委員会教育長に対する事務委任規則 

（委任事項） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

 (１)～(13) 略 
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報告事項 

 

   平成 30 年度準要保護児童生徒の認定について 

 

 次のとおり平成 30 年度準要保護児童生徒（次年度入学予定者新入学児童生徒学用品費支

給）の認定について、三朝町就学援助費交付要綱（平成 20年教委告示第８号）第２条の規

定により、本委員会の承認を求める。 

 

  平成 31 年２月 19日提出 

 

三朝町教育委員会教育長  西 田 寛 司 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

≪参考≫ 

○三朝町就学援助費交付要綱 

（対象者） 

第２条 就学援助費の交付対象者は、次の各号に掲げる者で三朝町教育委員会（以下「教育委員会」

という。）が認めるものとする。 

第２条(１)ア 要保護者（生活保護法第６条第２項） 

第２条(１)イ(ア)ａ 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 

        ｂ 市町村民税の非課税 

        ｃ 市町村民税の減免 

        ｄ 個人の事業税の減免 

        ｅ 固定資産税の減免 

        ｆ 国民年金の保険料の減免 

        ｇ 国民健康保険税の減免 

        ｈ 児童扶養手当の支給 

        ⅰ 世帯更正貸付補助金の借受者 

第２条(１)イ(イ)ａ 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働

者 

        ｂ 職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者 

        ｃ ＰＴＡ会費又は学級費等の納付金が減免されている者 

        ｄ 学校納付金の納付が困難な者、被服、学用品、通学用品等に不自由してい

る者又は生活状態が極めて悪いと認められる者 

        ｅ 経済的な理由による欠席日数が多い児童等の保護者 

        ｆ ａからｅまでに掲げるもののほか、やむを得ない理由により所得が著しく

減少した者又は家族の病気等により支出が著しく増大した者で、教育委員

会が援助する必要があると認めるもの 
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【社会教育課】 平成31年１月～３月の報告及び取組について 

日 時 事 業 名 等 場 所 備 考 

1月21日 月 14:00 犯罪被害者人権学習会 倉吉体文  

1月22日 火 9:30 子育て･親育ち講座(賀茂保育園) 賀茂保育園  

1月23日 水 14:00 
ＳＮＳ利用に起因する犯罪被害者等防
止対策協議会 

倉吉警察署  

1月24日 木 13:00 中部地区人権教育懇談会連絡協議会 中部総合  

1月26日 土 
 

8:45 
文化財防火デー 
みささラドンカップ(小学生) 

 
トレセン 

 

1月28日 月 13:00 三朝大学 事業検討会 役場会議室  

2月 1日 金 13:40 第39回山陰史跡整備ネットワーク会議 松江市  

2月 2日 土 9:00 みささラドンカップ(中学生) トレセン  

2月 3日 日 7:30 町スキー・スノボー教室 恩原高原 41名参加 

2月10日 日 
9:00 

 
第25回 差別をなくする三朝町集会 
人権講演会講師:月亭遊方師匠 

文化ホール 234名参加 

2月13日 水 
10:30 
13:30 

県公民館連合会理事会 
県公民館連合会研究集会 

米子ｺﾝﾍﾞﾝｼ
ｮﾝｾﾝﾀｰ 

 

2月14日 木 13:00 人権教育研究推進事業報告会･協議会 上井公民館  

2月15日 
 
金 
 

10:30 
13:40 

 

埋蔵文化財専門員職員研修会 
部落解放･人権政策確立要求鳥取県実行
委員会学習会 

県埋文ｾﾝﾀｰ 
未来中心 
 

 

2月16日 土 9:00 青空体験塾(雪あそび) 文化ホール  

      

2月19日 火 
9:30 
13:30 

社会教育担当者会 
郡公民館連合会主事部会･館職員研修 

東伯町 
北栄町 

 

2月20日 水 15:00 倉吉地区少年補導センター評議員会 交流プラザ  

2月22日 
-24日 

金 
日 

 青少年育成アドバイザー養成講習会 東京都  

2月23日 土 14:00 県民俗芸能フォーラム 鳥取市  

3月 4日 月 16:30 日本海新聞ふるさと大賞授賞式 町役場  

3月 9日 
-10日 

土 
日 

 
とっとりからグリーンウェイブの風を！
in倉吉 

未来中心 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ･映画･ 
自然塾･展示等 

3月10日 日 13:30 
差別事件報告･人権確立をめざす鳥取県
民集会 

倉吉体文  

3月16日 土 9:00 青空体験塾(ソバうち体験／閉塾式) 文化ホール  

3月17日 日 13:30 【仮】三徳山調査 成果報告会 文化ホール  

3月20日 水 14:00 郡社会教育協議会 中部総合  

3月25日 月 13:30 県人権文化センター臨時総会 ふれあい会館  

      

▼４月７日(日)鳥取県知事・県議会議員選挙期日 
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⻄暦 月 2019/3/1

2019 3

3月

1⽇（⾦）

2日（土）
3日（日）
4日（月）

5日（火）
6日（水）

7日（木）

8⽇（⾦）

9日（土）
10日（日）

11日（月）

12日（火）

13日（水）

14日（木）

15⽇（⾦）

16日（土）

17日（日）
18日（月）

19日（火）

20日（水）

21日（木）

22⽇（⾦）
23日（土）
24日（日）
25日（月）
26日（火）
27日（水）
28日（木）
29⽇（⾦）
30日（土）
31日（日）

休館整理⽇ 神倉配本

休館日（図書館）
休館日（文化ホール）
移動図書館 ⻄学童

休館（図書館） ウレタン塗布

休館日　（図書館）
移動図書館／竹田保育園お話会

ウレタン塗布
加⾕・⽵⽥保育園・下⻄⾕・⽥代
三朝中学校・⼤柿・南学童・⽵⽥公⺠館

休館（図書館） ウレタン塗布

休館17時〜 ウレタン塗布
休館（図書館） ウレタン塗布

休館日（図書館・文化ホール）
移動図書館

ウレタン塗布
支援センター・温泉病院

移動図書館／本の宅配 恋⾕・三朝・レスポワール・⻄学童

移動図書館
移動図書館／東小お話会

上⻄⾕・下畑・曹源寺
東⼩・余⼾・東⼩⿅・三朝・⼭⽥

休館日（図書館）

休館日（文化ホール）

休館日（文化ホール）

移動図書館 田代・菜の花・三徳センター

月間スケジュール

移動図書館／お話会・配本 賀茂保育園・支援センター・三喜苑
仁の⾥・みのり・太郎⽥・⼩河内・鎌⽥

⾏事 備考

休館日(図書館）

休館日（文化ホール）
移動図書館 ⻄学童
休館整理⽇ 神倉配本
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報告事項 

 

町立みささ図書館の臨時休館及び特別開館について 
 

◎ ウレタン塗布工事に係る臨時休館について 

月日 曜日 休館日  変更日 

3/16 土  

⇒ 

 

3/17 日  17 時休館 

3/18 月 (2)休館 休館 

3/19 火  休館 

3/20 水  休館 

3/21 木 (3)休館 休館 

3/22 金  休館 

3/23 土   

 

西日本豪雨の影響により、ウレタン塗布工事が特別整理期間にできなかったため、３月に実施

することとした。 

 

◎ 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律並びに国民の

祝日に関する法律に基づく特別開館について 

月日 曜日 祝日 H31 祝日 町休日 休館日 H31 休館  H31 変更 

4/25 木    (3)休館 (3)休館 

⇒ 

休館 

4/26 金       

4/27 土   休日 1    

4/28 日   休日 2    

4/29 月 昭和の日 昭和の日 休日 3 (2)休館 (2)休館 休館 

4/30 火  休日 休日 4  (5)休館 休館 

5/1 水  即位の日 休日 5  (5)休館 休館 

5/2 木  休日 休日 6  (5)休館 開館 

5/3 金 憲法記念日 憲法記念日 休日 7 (5)休館 (5)休館 開館 

5/4 土 みどりの日 みどりの日 休日 8    

5/5 日 こどもの日 こどもの日 休日 9    

5/6 月 休日 休日 休日 10 (2)休館 (2)休館 休館 

5/7 火       

※１０月２２日 『即位礼正殿の儀』の日も休日 

 

三朝町生活文化センター・町立みささ図書館の管理及び運営に関する規則 

第８条第２項 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めた

場合は、三朝町教育委員会の承認を得て、臨時に変更することができる。 

(1) 12 月 29 日から翌年 1月 3日までの日 (2) 毎週月曜日 (3) 資料整理日(毎月最終木

曜日) 

(4) 特別整理期間(毎年 1回 15 日以内において、館長が定める日) (5) 国民の祝日に関する

法律に規定する休日(土曜日及び日曜日を除く。) 

同条第３項 図書館の開館時間は、午前 9時 30 分から午後 6時までとする。 

 

◎ 臨時開館における移動図書館について 

特別に開館することから、移動図書館は行わないこととする。 

15



 

 

 

議案第３号 

 

   平成 30 年度教育関係費補正予算（平成 31 年３月）について 

 

 次のとおり平成 30 年度教育関係補正予算を要求することについて、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 29 条の規定により、本委員会の意見を

求める。 

 

  平成 31 年２月 19日提出 

 

三朝町教育委員会教育長  西 田 寛 司 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

≪参考≫ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育

に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委

員会の意見をきかなければならない。 
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議案第４号 

 

   平成 31 年度教育関係費当初予算について 

 

 次のとおり平成 31 年度教育関係費当初予算を要求することについて、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162 号）第 29条の規定により、本委員会の意見

を求める。 

 

  平成 31 年２月 19日提出 

 

三朝町教育委員会教育長  西 田 寛 司 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

≪参考≫ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育

に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委

員会の意見をきかなければならない。 
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1
8

所
属
：

教
育
総
務

調
理
セ
ン
タ
ー

平
成
3
1
年
度

一
　
般

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

予
算
書

ペ
ー
ジ

予
算
科
目

2

一
般
財
源

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

　
施
設
お
よ
び
調
理
機
器
の
維
持
管
理
を
行
い
、
安
心
安
全
な
給
食
を
提
供
す
る
。

款
項

目
課

室

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

平
成
3
1
年
度

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

一
　
般

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
書

ペ
ー
ジ

2

6
,4
0
0

所
属
：

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

一
般
財
源

地
方
債

そ
の
他

教
育
総
務

6
教
育
総
務

国
県
支
出
金

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

予
算
額

　
本
町
の
姉
妹
都
市
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
ラ
マ
ル
ー
・
レ
・
バ
ン

町
へ
中
学
生
が
訪
問
し
、
小
中
学
校
訪
問
や
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
通
し
て

国
際
理
解
を
深
め
る
。

6
,4
3
4

台
中
市
石
岡
区
と
の
中
学
生

相
互
交
流
事
業

合
　
　
　
　
　
　
　
計

3
,6
2
9

中
学
生
手
作
り
訪
仏
事
業

予
算
科
目

6
,4
3
4

国
際
交
流
事
業
費

1

2
,8
0
5

　
姉
妹
校
関
係
に
あ
る
台
湾
台
中
市
石
岡
国
民
中
学
校
と
三
朝
中
学
校

の
生
徒
が
相
互
に
訪
問
し
、
授
業
や
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
通
し
て
国
際
理

解
を
深
め
る
。

　
両
校
が
主
体
的
に
相
互
派
遣
を
実
施
す
る
。

　
ラ
マ
ル
ー
・
レ
・
バ
ン
町
と
の
交
流
で
は
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
と
学
校
訪
問
な
ど
を
通
し
て
国
際
理
解
を
深
め
る
。

　
石
岡
国
民
中
学
校
と
の
交
流
で
は
、
相
互
に
派
遣
を
行
い
、
授
業
や
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の
体
験
を
通
し
て
相
互
理
解
を

深
め
る
。

事
業
名
（
中
事
業
）

事
　
業
　
内
　
容

　
友
好
交
流
２
都
市
で
の
国
際
交
流
体
験
に
よ
り
、
中
学
生
に
豊
か
な
感
性
と
国
際
感
覚
を
身
に
つ
け
る
。

　
姉
妹
校
関
係
で
あ
る
石
岡
国
民
中
学
校
や
ラ
マ
ル
ー
・
レ
・
バ
ン
町
の
児
童
生
徒
が
通
う
小
中
学
校
と
の
交
流
を
深

め
、
さ
ら
に
特
色
あ
る
交
流
と
し
て
い
く
。

3
4
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款
項

目
課

室

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

東
伯
郡
地
区
教
育
委
員
連
絡

協
議
会
負
担
金

　
東
伯
郡
内
の
教
育
委
員
会
で
組
織
さ
れ
、
教
育
行
政
に
関
す
る
連
絡

調
整
を
目
的
と
す
る
協
議
会
へ
の
負
担
金
。

1
8

合
　
　
　
　
　
　
　
計

1
,9
3
1

教
育
委
員
一
般
活
動
費

　
教
育
委
員
会
開
催
経
費
。

　
学
校
お
よ
び
保
育
園
訪
問
、
研
修
会
・
各
種
行
事
等
参
加
に
係
る
経

費
。

5
6

教
育
委
員
視
察
研
修
経
費

　
教
育
委
員
先
進
地
視
察
に
係
る
経
費
。

8
1

教
育
委
員
報
酬

　
教
育
委
員
４
名
の
報
酬
。

1
,7
7
6

教
育
委
員
会
費

1
,9
3
1

1
,9
3
1

　
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
教
育
 ・
学
術
 ・
文
化
の
特
質
 ・
重
要
性
を
踏
ま
え

教
育
行
政
の
中
立
性
と
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
に
設
置
し
て
い
る
教
育
委
員
会
の
委
員
活
動
を
行
う
。

　
教
育
委
員
の
活
動
に
係
る
各
種
経
費
。

事
業
名
（
中
事
業
）

事
　
業
　
内
　
容

予
算
額

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

一
般
財
源

平
成
3
1
年
度

一
　
般

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

予
算
書

ペ
ー
ジ

予
算
科
目

1
0

1
1

所
属
：

教
育
総
務

教
育
総
務

款
項

目
課

室

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

平
成
3
1
年
度

一
　
般

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

予
算
書

ペ
ー
ジ

予
算
科
目

3
2

1
所
属
：

教
育
総
務

教
育
総
務

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

一
般
財
源

放
課
後
児
童
対
策
費
（
西
）

　
三
朝
西
学
童
ク
ラ
ブ
（
町
営
）

1
0
,3
8
4

児
童
福
祉
対
策
事
業
費

2
2
,7
7
6

1
3
,2
5
3

2
,5
5
8

6
,9
6
5

　
就
業
な
ど
に
よ
り
昼
間
保
護
者
が
家
庭
に
い
な
い
児
童
に
対
し
て
、
放
課
後
等
に
安
心
し
て
過
ご
せ
る
生
活
の
場
を

与
え
児
童
の
健
全
な
育
成
を
図
る
。

　
学
童
ク
ラ
ブ
を
開
設
し
安
全
面
に
配
慮
し
な
が
ら
児
童
の
発
達
段
階
に
応
じ
た
主
体
的
な
遊
び
や
生
活
を
支
援
す

る
。

事
業
名
（
中
事
業
）

事
　
業
　
内
　
容

予
算
額

放
課
後
児
童
対
策
費
（
東
）

　
三
朝
東
学
童
ク
ラ
ブ
（
三
徳
地
域
協
議
会
委
託
）

7
,4
4
5

放
課
後
児
童
対
策
費
（
南
）

　
三
朝
南
学
童
ク
ラ
ブ
（
竹
田
地
域
協
議
会
委
託
）

4
,7
9
5

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
管
理
シ

ス
テ
ム
改
修
費

　
元
号
改
定
に
伴
う
利
用
料
徴
収
シ
ス
テ
ム
の
改
修
費

1
5
2

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

合
　
　
　
　
　
　
　
計

2
2
,7
7
6

学
童
利
用
料
の
軽
減
措
置

　
同
一
世
帯
に
お
い
て
２
人
以
上
の
児
童
が
利
用
す
る
場
合
は
。
２
人
目
以
降
の
育
成
料
は
無
と
す
る
。

　
１
月
の
う
ち
利
用
日
数
が
1
0
日
以
内
の
場
合
は
、
育
成
料
を
半
額
免
除
す
る
。
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款
項

目
課

室

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

平
成
3
1
年
度

一
　
般

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

予
算
書

ペ
ー
ジ

予
算
科
目

1
0

1
3

所
属
：

教
育
総
務

教
育
総
務

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

一
般
財
源

高
校
生
等
遠
距
離
通
学
費
補

助
金

　
町
内
在
住
で
高
等
学
校
等
に
通
学
す
る
生
徒
の
保
護
者
に
対
し
、
通

学
費
の
一
部
を
補
助
す
る
。

3
,6
0
0

　
町
内
在
住
高
校
生
等
の
教
育
に
係
る
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
し
、
町
内
定
住
促
進
を
図
る
。

　
高
校
生
等
に
係
る
通
学
費
の
一
部
を
補
助
す
る
。

　
　
補
助
対
象
：
本
町
に
在
住
し
、
高
等
学
校
等
に
通
学
す
る
生
徒
の
保
護
者
。

　
　
補
助
内
容
：
居
住
し
て
い
る
集
落
か
ら
三
朝
町
役
場
ま
で
の
距
離
に
応
じ
て
補
助
。

事
業
名
（
中
事
業
）

事
　
業
　
内
　
容

予
算
額

教
育
振
興
費

3
,6
0
0

3
,6
0
0

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

合
　
　
　
　
　
　
　
計

3
,6
0
0

款
項

目
課

室

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

平
成
3
1
年
度

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

一
　
般

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
書

ペ
ー
ジ

予
算
科
目

教
育
委
員
会
事
務
局
費

教
育
総
務

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

予
算
額

事
業
名
（
中
事
業
）

　
中
学
生
の
学
力
向
上
を
目
指
し
問
題
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
購
入
。
個
々

の
理
解
力
に
合
わ
せ
た
宿
題
プ
リ
ン
ト
や
問
題
集
を
作
成
し
学
力
向
上

を
図
る
。

学
力
向
上
事
業

1
,5
3
5

三
朝
町
創
意
と
特
色
あ
る
学

校
づ
く
り
推
進
事
業
補
助
金

命
を
大
切
に
す
る
学
習
事
業

　
命
の
大
切
に
す
る
心
や
思
い
を
育
み
、
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
人
間

性
や
社
会
性
を
育
む
。

1
5
0

事
　
業
　
内
　
容

教
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
戦
略
策
定
事
業

　
学
校
が
創
意
工
夫
し
た
事
業
を
推
進
し
、
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
に

資
す
る
た
め
の
補
助
金
。

学
力
ア
ッ
プ
土
曜
学
習
事
業

特
別
支
援
学
校
児
童
生
徒
通

学
支
援
事
業

い
じ
め
・
不
登
校
対
策
事
業

　
県
の
交
付
金
を
受
け
、
特
別
支
援
学
校
に
通
う
児
童
生
徒
の
通
学
支

援
を
行
う
。

　
児
童
生
徒
の
土
曜
日
に
お
け
る
教
育
活
動
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
学

力
向
上
お
よ
び
感
性
醸
成
に
資
す
る
取
り
組
み
を
行
う
。

　
教
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
機
器
の
活
用
促
進
に
向
け
た
教
員

行
動
計
画
案
を
作
成
、
授
業
実
践
等
の
研
究
を
通
じ
て
活
用
力
や
指
導

力
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
「
三
朝
町
教
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
（
仮
称
）
」
を
策
定
す
る
。

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

合
　
　
　
　
　
　
　
計

1
,5
9
5

9
,4
6
5

教
育
委
員
会
事
務
局
一
般
経
費
、
食
育
推
進
事
業
、
中
部
子
ど
も
支
援

セ
ン
タ
ー
運
営
費
、
東
伯
郡
就
学
指
導
協
議
会
負
担
金
、
鳥
取
県
市
町

村
教
育
委
員
会
研
究
協
議
会
負
担
金
、
教
科
書
採
択
協
議
会
負
担
金
、

町
村
教
育
長
会
負
担
金
、
教
育
委
員
会
外
部
評
価
事
業
、
い
じ
め
問
題

調
査
委
員
会
開
催
経
費
、
総
合
教
育
会
費
開
催
経
費
、
三
朝
町
教
育
ビ

ジ
ョ
ン
策
定
費
（
検
証
）
。

そ
の
他
の
経
費
、
負
担
金

1
,9
3
4

　
ハ
イ
パ
ー
Q
U
調
査
を
活
用
し
て
児
童
生
徒
の
学
校
に
お
け
る
心
の
状

態
を
把
握
し
、
い
じ
め
・
不
登
校
の
未
然
防
止
に
努
め
る
。

8
5

2
3
8

4
5
0

3
,4
7
8

所
属
：

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

一
般
財
源

教
育
総
務

1
2

　
本
町
に
お
け
る
特
色
あ
る
教
育
を
展
開
す
る
。

3
,5
1
3

1
0

　
小
中
学
校
の
魅
力
あ
る
取
り
組
み
に
係
る
各
種
経
費
。

　
小
中
学
校
の
児
童
生
徒
が
共
通
し
て
取
り
組
む
教
育
事
業
を
実
施
す
る
。

5
,9
5
2

9
,4
6
5
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款
項

目
課

室

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

7
4
1

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

2
1

所
属
：

教
育
総
務

教
育
総
務

地
方
債

そ
の
他

一
般
財
源

　
き
め
細
か
な
教
育
を
実
施
し
、
知
育
・
徳
育
・
体
育
の
調
和
の
取
れ
た
子
ど
も
を
育
て
る
。

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

国
県
支
出
金

平
成
3
1
年
度

一
　
般

予
算
書

ペ
ー
ジ

予
算
科
目

1
0

　
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
に
対
し
て
、
支
援
員
を
配
置
し
安
定
し
た
学
校
生
活
を
支
援
す
る
。

　
少
人
数
学
級
に
よ
る
学
級
編
成
に
取
り
組
み
。
き
め
細
か
な
教
育
指
導
を
行
う
。

　
小
学
校
に
お
け
る
外
国
語
教
育
を
充
実
す
る
た
め
、
外
国
語
指
導
助
手
を
配
置
す
る
。

小
学
校
運
営
特
別
経
費

1
9
,8
0
6

2
,0
0
0

1
7
,8
0
6

事
業
名
（
中
事
業
）

事
　
業
　
内
　
容

予
算
額

特
別
支
援
教
育
費

　
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
の
学
校
生
活
に
お
け
る
援
助
を
行
う
た

め
、
支
援
員
を
５
名
配
置
す
る
。

　
外
国
人
児
童
へ
の
教
育
支
援
を
行
う
た
め
支
援
員
を
１
名
配
置
す

る
。

1
0
,2
0
7

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

少
人
数
学
級
加
配
教
員
配
置

負
担
金

　
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
て
い
る
少
人
数
学
級
の
拡
充
に
伴
い
、
指

導
教
員
の
加
配
に
よ
る
複
数
学
級
化
を
図
る
。

2
,0
0
0

合
　
　
　
　
　
　
　
計

1
9
,8
0
6

小
学
校
外
国
語
指
導
助
手
活

動
費

　
平
成
3
2
年
度
か
ら
全
面
実
施
さ
れ
る
、
外
国
語
教
育
の
充
実
に
向
け

小
学
校
に
特
化
し
た
外
国
語
指
導
助
手
を
配
置
す
る
。

4
,3
4
2

小
学
校
特
別
備
品
整
備
費

　
児
童
机
椅
子
な
ど
学
校
備
品
を
整
備
す
る
。

2
,5
1
6

そ
の
他
の
事
業

　
通
級
児
童
教
室
事
業
、
小
学
校
総
合
的
学
習
事
業
、
自
治
体
国
際
化

協
会
負
担
金
、
小
学
校
開
設
経
費
（
開
校
式
に
校
章
校
歌
の
作
者
招

待
）
、
閉
校
開
校
記
念
行
事
費
補
助
金
（
開
校
記
念
行
事
平
成
3
1
年
度

実
施
分
）

款
項

目
課

室

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

合
　
　
　
　
　
　
　
計

1
6
,8
3
6

小
学
校
運
営
一
般
経
費

　
学
校
が
所
管
す
る
管
理
運
営
経
費
。

　
（
需
用
費
、
光
熱
水
費
、
簡
易
修
繕
な
ど
）

8
,4
8
5

各
種
補
助
金
・
負
担
金

　
小
学
校
就
学
旅
行
引
率
教
職
員
補
助
金
。

　
中
部
小
学
校
体
育
連
盟
負
担
金
、
中
部
地
区
特
別
支
援
教
育
研
究
会

負
担
金
、
鳥
取
県
学
校
図
書
館
協
議
会
負
担
金
、
東
伯
郡
小
学
校
連
絡

協
議
会
負
担
金
。

9
1

　
児
童
の
健
康
管
理
や
災
害
時
の
共
済
給
付
を
行
い
、
安
心
し
て
教
育
が
受
け
ら
れ
る
体
制
を
整
え
る
。

　
学
校
施
設
維
持
に
必
要
な
経
費
及
び
臨
時
職
員
を
配
置
し
、
安
全
な
施
設
管
理
を
行
う
。

小
学
校
運
営
共
通
一
般
経
費

　
教
育
委
員
会
事
務
局
が
所
管
す
る
管
理
運
営
経
費
。

　
（
学
校
医
、
臨
時
職
員
、
施
設
保
守
点
検
、
災
害
共
済
給
付
金
な

ど
）

8
,2
6
0

1
6
,3
6
7

事
業
名
（
中
事
業
）

事
　
業
　
内
　
容

予
算
額

　
教
育
を
受
け
る
環
境
と
し
て
、
学
校
運
営
に
必
要
な
管
理
を
行
う
。

予
算
科
目

1
0

予
算
書

ペ
ー
ジ

4
6
9

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

一
般
財
源

小
学
校
管
理
運
営
費

1
6
,8
3
6

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

平
成
3
1
年
度

一
　
般

2
1

所
属
：

教
育
総
務

教
育
総
務
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款
項

目
課

室

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

小
学
校
特
別
支
援
教
育
就
学

奨
励
費
補
助
金

　
特
別
支
援
学
級
に
在
籍
す
る
児
童
保
護
者
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す

る
。

8
3
0

合
　
　
　
　
　
　
　
計

2
2
,7
0
4

そ
の
他
の
事
業

　
小
学
校
教
科
書
改
訂
特
別
経
費
。

4
2

3
,2
7
8

小
学
校
教
育
振
興
一
般
経
費

　
教
育
活
動
で
必
要
と
な
る
郊
外
活
動
や
教
材
費
、
学
力
検
査
や
学
校

図
書
の
充
実
を
図
る
経
費
。

小
学
校
Ｏ
Ａ
機
器
等
備
品
整

備
費

　
教
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
と
し
て
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
整
備
す
る
。

6
,5
5
7

予
算
額

小
学
校
遠
距
離
通
学
費
補
助

金

　
通
学
距
離
２
㎞
以
上
離
れ
た
集
落
に
在
住
す
る
児
童
の
保
護
者
に
通

学
費
を
補
助
す
る
。

　
（
定
期
券
購
入
者
は
全
額
補
助
）

9
,0
0
0

小
学
校
準
要
保
護
児
童
援
助

費
　
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
困
難
と
認
め
ら
れ
る
児
童
の
保
護
者
に
学

用
品
費
な
ど
の
援
助
を
行
う
。

2
,9
9
7

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

一
般
財
源

1
3
,2
9
4

　
遠
距
離
通
学
児
童
保
護
者
及
び
就
学
支
援
の
必
要
な
保
護
者
に
対
し
、
経
済
的
な
支
援
を
行
う
。

　
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
お
よ
び
教
科
教
材
な
ど
を
整
備
し
、
児
童
の
学
力
向
上
を
図
る
。

　
教
育
活
動
に
必
要
な
支
援
と
保
護
者
の
負
担
軽
減
を
行
い
、
教
育
の
充
実
を
図
る
。

事
業
名
（
中
事
業
）

事
　
業
　
内
　
容

小
学
校
教
育
振
興
費

2
2
,7
0
4

4
1
0

9
,0
0
0

平
成
3
1
年
度

一
　
般

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

予
算
書

ペ
ー
ジ

予
算
科
目

1
0

2
2

所
属
：

教
育
総
務

教
育
総
務

款
項

目
課

室

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

6
1
5

事
業
名
（
中
事
業
）

事
　
業
　
内
　
容

予
算
額

合
　
　
　
　
　
　
　
計

小
学
校
施
設
維
持
修
繕
費

　
屋
外
灯
油
貯
湯
タ
ン
ク
更
新
。

　
そ
の
他
緊
急
維
持
修
繕
に
必
要
な
経
費
。

6
1
5

　
施
設
の
維
持
修
繕
を
適
切
に
行
う
。

小
学
校
施
設
管
理
費

6
1
5

　
安
心
し
て
教
育
を
受
け
ら
れ
る
学
校
と
し
て
、
施
設
の
維
持
改
修
を
行
う
。

6
1
5

2
1

所
属
：

教
育
総
務

教
育
総
務

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

平
成
3
1
年
度

一
　
般

予
算
科
目

1
0

予
算
書

ペ
ー
ジ

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

一
般
財
源
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款
項

目
課

室

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

　
生
徒
の
悩
み
を
軽
減
す
る
た
め
、
心
の
教
室
相
談
員
を
配
置
す
る
。

外
国
語
指
導
助
手
活
動
費

　
本
町
外
国
語
教
育
の
充
実
を
図
る
た
め
、
外
国
語
指
導
助
手
を
配
置

す
る
。

4
,7
5
4

　
支
援
を
必
要
と
す
る
生
徒
の
学
校
生
活
に
お
け
る
援
助
を
行
う
た

め
、
支
援
員
を
１
名
配
置
す
る
。

　
外
国
人
児
童
へ
の
教
育
支
援
を
行
う
た
め
支
援
員
を
１
名
配
置
す

る
。

3
,3
7
8

心
の
教
室
相
談
員
設
置
費

平
成
3
1
年
度

一
　
般

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

予
算
書

ペ
ー
ジ

予
算
科
目

1
0

一
般
財
源

教
育
総
務

3
1

所
属
：

教
育
総
務

1
3
,8
5
2

　
き
め
細
か
な
教
育
を
実
施
し
、
知
育
・
徳
育
・
体
育
の
調
和
の
取
れ
た
子
ど
も
を
育
て
る
。

　
支
援
を
必
要
と
す
る
生
徒
や
不
登
校
傾
向
に
あ
る
生
徒
の
支
援
、
生
徒
の
悩
み
や
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
す
る
た
め
、
支

援
員
等
を
配
置
し
安
定
し
た
学
校
生
活
を
支
援
す
る
。

　
外
国
語
能
力
の
向
上
を
目
指
し
、
外
国
語
指
導
助
手
に
よ
る
英
語
授
業
の
補
助
を
行
う
。

中
学
校
運
営
特
別
経
費

1
3
,8
5
2

事
業
名
（
中
事
業
）

事
　
業
　
内
　
容

予
算
額

中
学
校
特
別
備
品
整
備
費

　
児
童
机
椅
子
な
ど
学
校
備
品
を
整
備
す
る
。

1
,0
1
5

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

不
登
校
対
策
支
援
員
配
置
事

業
　
不
登
校
対
策
に
対
応
す
る
た
め
、
支
援
員
を
配
置
す
る
。

1
,6
2
9

合
　
　
　
　
　
　
　
計

1
3
,8
5
2

各
種
大
会
派
遣
補
助
金

　
中
国
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
（
9
0
9
千
円
）

　
全
日
本
ジ
ュ
ニ
ア
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
1
7
3
千
円
）

　
中
国
中
学
校
選
手
権
大
会
（
5
3
9
千
円
）

　
全
国
中
学
校
体
育
大
会
（
1
2
2
千
円
）

1
,7
4
3

9
0
3

特
別
支
援
教
育
費

そ
の
他
の
事
業

　
通
級
指
導
教
室
事
業
、
中
学
校
総
合
的
学
習
事
業
、
自
治
体
国
際
化

協
会
負
担
金

4
3
0

款
項

目
課

室

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

各
種
補
助
金
・
負
担
金

　
中
学
校
部
活
動
補
助
金
、
中
学
校
修
学
旅
行
引
率
教
諭
補
助
金
。

　
東
伯
郡
中
学
校
連
絡
協
議
会
負
担
金
、
生
徒
指
導
連
盟
補
助
金
、
鳥

取
県
中
学
校
体
育
連
盟
負
担
金
、
鳥
取
県
中
学
校
文
化
連
盟
負
担
金
、

図
書
館
協
議
会
負
担
金
、
中
部
地
区
特
別
支
援
教
育
学
校
負
担
金
、
鳥

取
県
合
唱
連
盟
負
担
金
。

4
3
6

合
　
　
　
　
　
　
　
計

1
6
,1
9
6

中
学
校
運
営
共
通
一
般
経
費

　
教
育
委
員
会
事
務
局
が
所
管
す
る
管
理
運
営
経
費

　
（
学
校
医
、
臨
時
職
員
、
施
設
保
守
点
検
、
災
害
共
済
給
付
金
な

ど
）

7
,3
9
7

中
学
校
運
動
部
活
動
外
部
指

導
者
派
遣
事
業

　
運
動
部
活
動
の
充
実
を
図
る
た
め
、
外
部
指
導
者
を
派
遣
す
る

　
（
県
事
業
３
名
分
）
。

3
1
4

事
業
名
（
中
事
業
）

事
　
業
　
内
　
容

予
算
額

中
学
校
運
営
一
般
経
費

　
学
校
が
所
管
す
る
管
理
運
営
経
費

　
（
需
用
費
、
光
熱
水
費
、
簡
易
修
繕
な
ど
）

8
,0
4
9

　
生
徒
の
健
康
管
理
や
災
害
時
の
共
済
給
付
を
行
い
、
安
心
し
て
教
育
が
受
け
ら
れ
る
体
制
を
整
え
る
。

　
学
校
施
設
維
持
に
必
要
な
経
費
及
び
臨
時
職
員
を
配
置
し
、
安
全
な
施
設
管
理
を
行
う
。

中
学
校
管
理
運
営
費

1
6
,1
9
6

1
5
7

4
6
0

1
5
,5
7
9

　
教
育
を
受
け
る
環
境
と
し
て
、
学
校
運
営
に
必
要
な
管
理
を
行
う
。

3
1

所
属
：

教
育
総
務

教
育
総
務

平
成
3
1
年
度

一
　
般

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

一
般
財
源

予
算
書

ペ
ー
ジ

予
算
科
目

1
0

24



款
項

目
課

室

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

　
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
困
難
と
認
め
ら
れ
る
児
童
の
保
護
者
に
学

用
品
費
な
ど
の
援
助
を
行
う
。

3
,8
9
0

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

中
学
校
特
別
支
援
教
育
就
学

奨
励
費
補
助
金

　
特
別
支
援
学
級
に
在
籍
す
る
児
童
保
護
者
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す

る
。

4
8
0

合
　
　
　
　
　
　
　
計

1
4
,6
5
8

中
学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
実
践
事

業
　
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
活
用
を
通
し
た
表
現
力
と
操
作
技
術
の
向
上
を
目
的

と
し
て
、
専
門
家
を
講
師
に
招
聘
し
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
の
実
践
を
図
る
。

2
3
4

事
業
名
（
中
事
業
）

事
　
業
　
内
　
容

予
算
額

そ
の
他
の
事
業

　
中
学
校
教
科
書
改
訂
特
別
経
費

1
1
8

中
学
校
Ｏ
Ａ
機
器
等
備
品
整

備
費

　
校
務
用
Ｐ
Ｃ
等
更
新
（
用
品
基
金
５
／
５
年
目
）

　
視
聴
覚
室
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
整
備
（
用
品
基
金
３
／
３
年
目
）

　
普
通
教
室
天
吊
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
整
備
費
（
計
画
整
備
２
／
３
年

目
）

4
,0
3
5

中
学
校
教
育
振
興
一
般
経
費

　
教
育
活
動
で
必
要
と
な
る
郊
外
活
動
や
教
材
費
、
学
力
検
査
や
学
校

図
書
の
充
実
を
図
る
経
費
。

3
,0
8
3

中
学
校
遠
距
離
通
学
費
補
助

金
　
通
学
距
離
２
㎞
以
上
離
れ
た
集
落
に
在
住
す
る
児
童
の
保
護
者
に
通

学
費
を
補
助
す
る
。

2
,8
1
8

中
学
校
準
要
保
護
生
徒
援
助

費　
教
育
活
動
に
必
要
な
支
援
と
保
護
者
の
負
担
軽
減
を
行
い
、
教
育
の
充
実
を
図
る
。

　
遠
距
離
通
学
生
徒
保
護
者
及
び
就
学
支
援
の
必
要
な
保
護
者
に
対
し
、
経
済
的
な
支
援
を
行
う
。

　
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
整
備
に
よ
る
学
力
向
上
を
図
る
と
と
も
に
活
用
能
力
の
向
上
を
目
指
す
。

中
学
校
教
育
振
興
費

1
4
,6
5
8

2
3
8

2
,8
0
0

1
1
,6
2
0

3
2

所
属
：

教
育
総
務

教
育
総
務

平
成
3
1
年
度

一
　
般

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

予
算
書

ペ
ー
ジ

予
算
科
目

1
0

一
般
財
源

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

款
項

目
課

室

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

中
学
校
施
設
改
修
費

　
体
育
館
照
明
取
替
工
事
（
９
基
）

　
黒
板
改
修
（
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
化
　
８
教
室
）

2
,3
6
7

　
安
心
し
て
教
育
を
受
け
ら
れ
る
学
校
と
し
て
、
施
設
の
維
持
改
修
を
行
う
。

一
般
財
源

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

そ
の
他

2
,7
6
7

国
県
支
出
金

地
方
債

2
,3
6
7

4
0
0

平
成
3
1
年
度

一
　
般

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

教
育
総
務

予
算
科
目

中
学
校
施
設
維
持
修
繕
費

　
緊
急
維
持
修
繕
に
必
要
な
経
費

4
0
0

3
1

所
属
：

教
育
総
務

予
算
書

ペ
ー
ジ

事
業
名
（
中
事
業
）

事
　
業
　
内
　
容

予
算
額

　
施
設
の
維
持
修
繕
を
適
切
に
行
う
。

中
学
校
施
設
管
理
費

1
0

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

合
　
　
　
　
　
　
　
計

2
,7
6
7
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款
項

目
課

１１
．
事
業
の
目
的

２
．
事
業
の
概
要

３
．
事
業
内
容

（
単
位
：
千
円
）

４
．
そ
の
他
特
記
事
項

第
1
項

総
合
計
画
で
の
位
置
付
け

１
　
学
校
教
育
の
充
実

合
　
　
　
　
　
　
　
計

5
9
,5
9
7

調
理
セ
ン
タ
ー
施
設
改
修
費

　
機
器
更
新

　
（
温
水
器
、
冷
凍
庫
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
、
冷
却
器
、
回
転
窯
な
ど
）

3
5
,2
5
0

調
理
セ
ン
タ
ー
一
般
経
費

　
調
理
セ
ン
タ
ー
運
営
経
費

　
（
臨
時
職
員
、
光
熱
水
費
、
検
査
料
、
給
食
配
送
費
用
な
ど
）

2
4
,3
4
7

学
校
給
食
費

5
9
,5
9
7

3
5
,2
0
0

2
4
,3
9
7

　
安
心
安
全
な
給
食
を
提
供
す
る
と
と
も
に
地
産
地
消
を
推
進
し
、
児
童
生
徒
の
食
育
推
進
を
図
る
。

　
給
食
調
理
業
務
、
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
食
調
理
業
務
、
衛
生
管
理
業
務
、
給
食
配
送
業
務
、
地
産
地
消
の
推
進

　
老
朽
化
し
た
調
理
機
器
お
よ
び
空
調
設
備
の
更
新
（
４
年
計
画
の
３
年
目
）

事
業
名
（
中
事
業
）

事
　
業
　
内
　
容

予
算
額

事
業
名
（
大
事
業
）

予
算
額

　
財
源
内
訳
  
　
  
  
  
  
  
(単
位
：
千
円
)

国
県
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

一
般
財
源

平
成
3
1
年
度

一
　
般

会
　
計
　
予
算
説
明
資
料

予
算
書

ペ
ー
ジ

予
算
科
目

1
0

5
3

所
属
：

教
育
総
務

調
理
セ
ン
タ
ー
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議案第５号 

 

   三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

 次のとおり三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正することに

ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 25 条第

２項の規定により、本委員会の意見を求める。 

 

  平成 31 年２月 19 日 

 

三朝町長教育委員会教育長  西 田 寛 司  

 

 

 

１ 改正内容 

   別紙のとおり 

 

 

 

≪参考≫ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（事務の委任等） 

第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事

務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。 

三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 
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   三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和 44 年三朝町条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

 

改正後 改正前 

  

（設置） （設置） 

第２条 町民の心身の健全な発達に寄与する

ため、次のとおり三朝町立社会体育施設（以下

「体育施設」という。）を設置する。 

第２条 町民の心身の健全な発達に寄与する

ため、次のとおり三朝町立社会体育施設（以下

「体育施設」という。）を設置する。 

施設名 設置場所 

町民プール 三朝町大字本泉 510 番地 

 略  
 

施設名 設置場所 

町民プール 三朝町大字本泉 510 番地 

三朝町大字穴鴨 198 番地５ 

 略  
 

  

   附 則 

 この条例は、平成 31年４月１日から施行する。 
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議案第６号 

 

   三朝町教育委員会表彰について 

 

 次のとおり三朝町教育委員会表彰の被表彰者の決定について、三朝町教育委員会表彰規程

（平成 25年教委訓令第１号）第３条による学校長からの推薦がありましたので、本委員会の

承認を求める。 

 

  平成 31 年２月 19日提出 

 

三朝町教育委員会教育長  西 田 寛 司 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

≪参考≫ 

○三朝町教育委員会表彰規程 

(表彰対象者) 

第２条 表彰の対象者は、学校教育、社会教育、文化芸術等の分野で顕著な成績を収めた次に掲げる

個人又は団体とする。 

(1)学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第１条に定める学校(町内に存する学校に限る。)に在学する者

又は当該者が属する団体。 

(2)本町に現に住所を有し、学校教育法第１条に定める学校に在学する者又は当該者が属する団体。 

(3)その他三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めた個人又は団体。 

２ 前項の規定にかかわらず、三朝町表彰条例(昭和 29 年三朝町条例第 52 号)の規定による表彰を受

け、又は受ける予定である個人又は団体は、表彰の対象者としない。 

(表彰候補者の推薦) 

第３条 学校の長は、前条の表彰の対象者に該当すると認められる個人又は団体がある場合は、教育

委員会に当該個人又は団体を三朝町教育委員会表彰候補者として推薦することができる。 

２ 前項の規定による推薦は、教育委員会が別に定める日までに行わなければならない。 

(被表彰者の決定) 

第４条 教育委員会は、前条第１項の規定により推薦のあった個人若しくは団体又は教育委員会が第

２条第１項の表彰の対象者に該当すると認める個人若しくは団体のうちから、別に定める基準を満た

す個人又は団体を被表彰者として決定するものとする。 
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H30三朝町教育委員会表彰候補者一覧

№ 被推薦者 表彰区分 功　績　内　容 大会日

1 牧田
マキタ

　倫太郎
リンタロウ

第1項第2号 スポーツクライミング中国地区ユース選手権2018 男子ユース第4位 H30.6.18

2 吉田
ヨシダ

　連
レン

第1項第3号
ウインターカップ2018 平成30年度第71回全国高等学校バスケットボール選
手権鳥取県予選会　男子の部　優勝

H30.11.2

3 谷本
タニモト

　恵太郎
ケイタロウ

第1項第3号
ウインターカップ2018 平成30年度第71回全国高等学校バスケットボール選
手権鳥取県予選会　男子の部　優勝

H30.11.2

4 伊賀
イガ

　千佳乃
チカノ

第1項第3号 第53回鳥取県高等学校総合体育大会　女子バレーボールの部　優勝 H30.6.2

5 山田
ヤマダ

　彩音
アヤネ

第1項第3号 第53回鳥取県高等学校総合体育大会　女子バレーボールの部　優勝 H30.6.2

6 岩山
イワヤマ

　菜月
ナツキ

第1項第3項 第53回鳥取県高等学校総合体育大会　テニスの部　女子団体　優勝 H30.6.2

7 岡﨑
オカザキ

　汀
ナギサ

第1項第2項
第71回中国高等学校陸上競技対抗選手権大会兼全国大会中国地区予選会
女子100mH 3位　走幅跳　3位

H30.6.14

8 長安
ナガヤス

　柊哉
シュウヤ

第1項第2項
第50回中国地域高等学校対抗自転車競技選手権大会
男子スプリント 6位入賞

H30.6.16

9 山根
ヤマネ

　直武
ナオム

第1項第2項 第26回中国高等学校弓道新人大会　男子団体　4位 H30.11.16

10 藏
クラ

増
マス

　諒
リョウ

第1項第2項 第54回中国地区高等専門学校体育大会　男子走幅跳　3位 H30.7.6

11 福田
フクダ

　俊介
シュンスケ

第1項第2項 第54回中国地区高等専門学校体育大会　男子砲丸投げ　3位 H30.7.6

12 御舩
ミフネ

　遊
ユウ

大
ダイ

第1項第2項
第24回中国ジュニアゴルフ選手権競技12歳～14歳の部兼全国中学校ゴルフ
選手権大会第62回個人の部中国予選　第6位

H30.7.25

13 三朝中学校合唱部 第1項第3号
第57回全日本合唱コンクール鳥取県大会　中学校部門混成の部
県教育長表彰（中学校部門1位）

H30.8.19

14 吉田
ヨシダ

　匠
タク

第1項第3号
第19回県民スポーツレクリエーション祭水泳競技
中学1年男子　100Mバタフライ　優勝

H30.8.26

15 竹部
タケベ

　颯華
ソヨハ

第1項第3号
第8回鳥取県夏季小学生陸上競技大会兼第34回全国小学生陸上競技交流大会
県選考会　1年女子　50m　第1位

H30.6.24

基準第1項第1号…全国大会入賞　第2号…中国大会入賞　第3号…県大会優勝 2019/2/16
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協議事項 

 

   小学校遠距離通学費補助金にかかる定期券購入費補助について 

 

 小学校遠距離通学費補助金の制度拡充に伴う定期券購入費補助について、以下の経過を踏

まえ、保護者の負担感の軽減、手続きの簡素化を図るため、教育委員会事務局が定期券を一

括購入して希望者に配布する。 

 

 １．経過 

  (1) 教育委員会としての方針 

  通学距離 2km 以上の児童を対象として、1か月に必要な経費の 10 か月分を支援する。 

(1) 路線バス定期券を購入した家庭への費用を全額補助する。 

   (2) 自家用車等による通学費補助として 16円/km（2km 控除）を補助する。  

 

  (2) 総合教育会議（1/28）での協議結果 

(1) 定期券購入の場合は全額補助を行う。なお、各家庭に定期券購入の希望を取り、

事務局がバス会社から一括購入して児童保護者へ支給する方が、保護者の負担感

も手続きの手間も少なくなるため、年度内配布が可能かどうか検討する。 

    (2) 定期券を希望しない家庭へは、現行ルールどおり 16 円/km（2km 控除）の補助と

する。 

 

 (3) ＰＴＡ組織部会（2/7）での協議結果 

    ＰＴＡ組織部会としても定期券は一括購入し各家庭に配布する方法で同意。 

     

(4) 小学校統合準備委員会（2/13）での協議結果 

    ＰＴＡ組織部会での協議結果に同意。 

 

  (5) 路線バス会社との協議結果 

    (1) 新小学校の開校前（２週間前）の定期券発行はできる。 

    (2) ３月上旬に希望者を取りまとめ、購入手続きを行えば３学期中の配布は可能。 

 

  ２．今後のスケジュール 

   (1) 遠距離通学児童通学補助金の申請手続き書類の配布～取りまとめ⇒２月中  

     （通学方法確認書（定期券希望の有無）、委任状、口座振込依頼書） 

   (2) バス会社へ定期券一括購入の手続き⇒３月上旬（3/4 の週） 

   (3) 各小学校、各園を通じて定期券を配布⇒３月 22日の修了式まで 

   (4) 開校後、自家用車等による通学費補助金を実績に応じて支給⇒各学期末 
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   通学にかかる路線バスダイヤ改正の要望について 

 

 １．現状 

   現在、穴鴨線上り（登校時）のダイヤは次のとおり。 

停留所名 

     行先 

平日 土日祝 

役場 生田車庫 生田車庫 

木地山 7：12  7：13 

上西谷上  7：23 7：27 

南小学校前 7：24 7：29 7：33 

本泉 7：41 7：46 7：48 

西小学校前 7：43 7：48 7：50 

 

   このうち、土日祝日の木地山始発便は、運行路線が他のダイヤとは異なり、木地山発

～上西谷経由～西小前～生田車庫という運行形態を取っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   この運行路線を平日の登下校時に適用するには、新たな路線として行政からバス会社

へ要望し、中部の協議会で審議した後、運輸局に届出を行う必要があります。 

   なお、現在、公共交通担当部局では県下の他市町村のコミュニティバス等を参考に、

今後の地域公共交通のあり方について協議を行っていますが、教育委員会としても、今

後の児童生徒の通学手段を確保するため、要望していく必要があります。 

7:13発 7:27経由 

7:50着 

7:33着 

40




